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次第
1. オンライン請求システム等の概要等

・ オンライン請求の割合を100％に近づけていくためのロードマップ
・ レセプト請求形態別の請求状況（医科のみ）
・ オンライン請求の流れ
・ オンラインによる請求のメリット
・ オンライン請求システムの稼働時間等
・ オンライン請求システムにおけるASP機能等
・ 「受付・事務点検ASP結果リスト」によるチェック結果の確認
・ 受付・事務点検ASPに係るチェックにおけるエラー内容

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
・ オンライン配信の取組
・ 医療機関等からの請求形態に応じた変更点
・ オンライン配信の対象となる支払関係帳票及び配信日
・ 振込額明細等のダウンロード
・ 増減点連絡書等のダウンロード
・ 支払基金からのご案内及び通知文書（事務連絡）等の確認

3. 返戻再請求のオンライン配信について
・ オンラインによる返戻再請求の実施について
・ 保険医療機関及び保険薬局における対応
・ 返戻レセプトのダウンロード（原審査分）

4. 紙の添付資料の電子化について
・ 症状詳記の電子レセプト内への記録
・ 電子と紙媒体の症状詳記の流れ
・ 基本的に電子記録可能となっている添付資料
・ 電子記録が必要な添付資料
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1. オンライン請求システム等の概要等
オンライン請求の割合を100％に近づけていくためのロードマップ
（令和5年3月23日第164回社会保障審議会（医療保険部会「オンライン請求の割合を100％に近づけていくためのロードマップ」 より）

＊ 機関数及び割合につきましては、全国の医療機関数・薬局数（支払基金Ｒ5年1月処理分）となります。

＊

＊

＊
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1. オンライン請求システム等の概要等
レセプト請求形態別の請求状況（医科のみ）

令和6年7月31日現在
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1. オンライン請求システム等の概要等

〇 医療機関・薬局のレセコンから電子レセプト
データをオンライン請求（送信）用パソコンに取
り込み、オンライン請求センタにデータ送信します。

〇 医療事務電算処理センタにおいて、受付・事
務点検処理を実施し、医療機関・薬局に処理
結果情報を返します。

〇 これにより、医療機関・薬局では、エラーを速や
かに訂正し、当月のうちに訂正したレセプトを提
出することができるようになり、支払基金としても
業務処理の効率化が図られます。

オンライン請求の流れ



5

オンラインによる請求のメリット

1. オンライン請求システム等の概要等
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オンライン請求システムの稼働時間等

1. オンライン請求システム等の概要等

【補足事項】

〇 いずれの日程も、土曜、日曜及び祝日を含みます。

〇 年末年始 は 、システムメンテナンスのため、運用しておりません。
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保険医療機関等
審査支払機関

③レセプトを修正して請求（12日までレセプトの修正・再送信が可能）

①オンライン請求（5日～10日の請求期間でレセプトを送信）

②ASPチェックによる結果の連絡
＜記録不備や施設基準届出漏れなどのお知らせ＞

ASP結果のメッセージ メッセージの解説（参考）

届出と異なる施設基準を算定しています。
（医科、歯科共通）

施設基準の届出が必要な診療行為の適合性を確認
なお、届出に基づく算定開始年月日が適合している場合はそのまま請求願います。

同時算定不可の注加算が記録されています。
（医科、歯科共通）

同時に算定できない注加算が重複して記録
なお、休日加算と時間外加算が同一日に記録されているなど、告示通知で重複請求できな

い場合が該当します。

当該年齢では算定できない診療行為又は特定器材が記録されています。
（医科、歯科共通）

下限又は上限年齢の範囲外の診療行為等が記録
なお、3歳未満の乳幼児に対する手術の加算など、年齢が定められている診療行為などが対

象となります。

未来院請求レセプトでは請求できない診療行為又は医薬品が記録されてい
ます。(歯科)

未来院で請求できない診療行為が記録
支台築造・金属歯冠修復など未来院請求で可能である診療行為以外が記録された場合が

該当します。

次のような「ASP結果のメッセージ」が医療機関で閲覧できます。

※

・ ＡＳＰ機能 により請求時の記録不備などを確認するための返戻が減少し、リアルタイムで修正できるため、当月に
請求し直すことが可能です。

・ 毎月休日を含めて、5日から7日は8時から21時まで、8日から10日は8時から24時まで請求が可能であり、搬送
費用等の削減にもなります。
※ 5日～10日に送信し請求確定したレセプトデータのエラー分（「受付不能」および「要確認」）については、修正し、当月12日まで、再度レセプト

データを送信できます。
・ 返戻レセプトについては、ＣＳＶ形式のデータをレセコンに取り込み、修正して翌月に請求することができます。

※ ASP機能（受付・事務点検ASP機能）とは、レセプト請求前に簡易なコンピュータチェックを実施できるため、医療機関、薬局で誤り等を修正して
請求することが可能となるサービスです。

オンライン請求システムにおけるASP機能等

1. オンライン請求システム等の概要等
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令和3年9月から、受付ができない又は返戻となるレセプトは、
「エラー又は確認事項」欄の文頭に【受付不能】を印字しています。

「受付・事務点検ASP結果リスト」によるチェック結果の確認

1. オンライン請求システム等の概要等
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１ エラーコード1000番台（L1エラー）は、医療機関単位でエラーとなっているため、再請求が必要なもの

２ エラーコード2000番台（L2エラー）は、レセプト単位でエラーとなっているため、再請求が必要なもの
３ エラーコード4800番台（L48エラー）は、エラーとして連絡しているが、正常分として処理しているので再請求が

不要なもの
４ エラーコード3000番台（L3エラー）は、レセプト内でエラーが確認され、要確認となったもの

（返戻となる要確認レセプト）
５ エラーコード4000番台（L4（L48 を除く）エラー）は、レセプト内でエラーが確認され、要確認となったもの

（査定又は返戻若しくは正当となる要確認レセプト）
６ エラーコード7000番台は、レセプト内でエラーが確認され、要確認となったもの

（査定又は返戻若しくは正当となる要確認レセプト）

【受付・事務点検ASPに係るチェック一覧 掲載場所】
● 支払基金ホームページ ▶ トップページ ▶ 診療報酬の請求支払 ▶ オンライン請求 ▶ 保険医療機関・保険薬局に係る

オンライン請求 ▶ 7.オンライン請求 ▶ 受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（医科）
● オンライン請求画面から ▶ マニュアル ▶ その他 ▶ 受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（医科）

〇 エラーコードの詳しい内容は「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧」をご覧ください。

受付・事務点検ASPに係るチェックにおけるエラー内容

1. オンライン請求システム等の概要等



10

オンライン請求システムを利用されている医療機関等宛てに、紙媒体にて送付している支払関係帳票につい
ては、令和6年5月から「オンライン請求システム」で配信しています。

厚生労働省より示された請求命令の一部改正や「オンライン請求の割合を１００％に近づけていくための
ロードマップ」等により保険医療機関等の医療保険事務のオンライン化が今後更に促進されていくことを鑑み、
オンラインを活用した事務の効率化に資する取組として帳票をオンライン配信します。
また、オンライン配信により返戻送付物の誤送等による個人情報漏えいの減少にも寄与する取組です。

・ 令和6年９月送付分まではオンライン配信に加え、これまでどおり紙媒体での支払関係帳票の送付も継
続していましたが、１０月送付分以降は紙媒体での送付を廃止しています。

‣ オンライン配信とならない帳票は、これまでどおり５日頃に発送します。
‣ オンライン配信に伴い紙媒体にてお届けしていた支払基金からのご案内等の情報については、支払基金

ホームページ等で随時お知らせいたします。

紙媒体による帳票の送付の取扱い

オンライン配信の取組

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
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2. 支払関係帳票のオンライン配信について
医療機関等からの請求形態に応じた変更点

保険医療機関及び保険薬局に対するお知らせ
「支払基金からのご案内」等の支払基金から送付していた連絡文書については、令和6年10月からオンライ
ン請求システム及び支払基金ホームページに掲載し、お知らせいたします。

廃止保険医療機関及び保険薬局に係る対応
【廃止を予定されている保険医療機関並びに保険薬局へのお願い】
〇 廃止に関する届け出は、地方厚生（支）局へ速やかに提出をお願いいたします。
〇 地方厚生（支）局に提出された廃止届を支払基金が受理し、請求月の前月末までに廃止とされた

医療機関等には、原則、紙媒体で返戻レセプト及び支払関係帳票を送付します。
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※１ オンライン請求システムのトップ画面の「各種帳票等」から「振込額明細」又は「増減点連絡書等」
ボタンにより配信日ごとにダウンロードすることができます。

※２ 当該発行料等を診療報酬から控除した月の支払日の翌日

※３ 振込額明細 ・・・当月と過去2カ月分のダウンロードが可能
増減点連絡書等・・・当月と過去11カ月分のダウンロードが可能

ダウンロード失念防止のためオンライン請求システムにポップアップによる注意喚起を表示
（令和６年１０月以降は紙媒体での支払関係帳票及び返戻レセプトの送付の廃止に伴う対応です。）

※３

オンライン配信の対象となる支払関係帳票及び配信日

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
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１

２

３

① 【各種帳票等】をクリックします。（項目リストが出てきます。）
② 【振込額明細】をクリックします。
③ 【ダウンロード】をクリックします。

振込額明細等のダウンロード

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
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Microsoft Edge（Chromium）の場合 Internet Explorer の場合

④ 【名前を付けて保存】をします。ダウンロードファ
イルは任意の場所へ保存が可能です。

４

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
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⑤ ダウンロード完了後はダウンロードの日時が表示されます。

５

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
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「 当座口振込通知書 」 等について

当月と過去2か月分の3か月分のダウンロード可能です。
所得税等の申告の際に必要な方は、ダウンロードをお願いします。

振込額明細等のファイル一覧

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
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2. 支払関係帳票のオンライン配信について
（参考）配信対象 PDFファイル名一覧

【配信対象PDFファイル一覧 掲載場所】
● オンライン請求画面から ▶ お知らせ ▶ 配信対象PDFファイル一覧（医療機関（医科・DPC）
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振込額明細等をダウンロードの方法と同様です。
① 【各種帳票等】⇒【増減点連絡書等】をクリックします。
② ダウンロードする処理年月の【ダウンロード】ボタンをクリックします。

［名前を付けて保存］画面が表示されるので任意の場所へ保存します。
（ダウンロード後はダウンロード日の日時が表示されます。）

２

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
増減点連絡書等のダウンロード

１
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増減点連絡書等のファイル一覧

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
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支払基金からのご案内及び通知文書（事務連絡）等の確認

「支払基金からのご案内」の確認方法
①支払基金のHPを開きます。
②都道府県情報をクリックすると都道府県の地図が出るので「東京」をクリックします。
③「支払基金からのご案内（医療機関等の皆様）をクリックすると表示されます。

2. 支払関係帳票のオンライン配信について



21

「事務連絡等」の確認方法
①オンライン請求システムを起動します。
②「お知らせ」をクリックすると「お知らせ」画面が表示されますので、表示したい通知文書（事務連絡）等を
クリックします。

③通知文書（事務連絡）等が、表示されます。

2. 支払関係帳票のオンライン配信について
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オンライン請求を行う保険医療機関・薬局におかれましては、厚生労働省通知に基づき、毎月のオン
ライン請求に併せ、令和５年４月以降に行う返戻再請求も、診療・調剤年月にかかわらず、原則、
オンラインにより請求することとされております。
オンライン請求を行う保険医療機関・薬局に対する返戻レセプトについては、郵送（紙返戻）とオン

ライン請求システムを介した方法（返戻ファイル）により送付していましたが、令和６年9月末に、審
査支払機関からの紙返戻の送付が終了しています。
このため、返戻レセプトの再請求については、令和6年10月以降、オンライン請求システムからダウン

ロードした返戻レセプト及び再審査等返戻レセプトによるオンライン返戻再請求を実施いただく必要
があります。
※ 紙のみで送付される返戻レセプトについては、10月以降も引き続き紙による返戻再請求を行って

いただくこととなります。

3. 返戻再請求のオンライン配信について
オンラインによる返戻再請求の実施について
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保険医療機関及び保険薬局における対応

3. 返戻再請求のオンライン配信について
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１

① 【返戻レセプト】⇒【原審査分】をクリックします。
② ダウンロードする処理年月の【ダウンロード】ボタンをクリックします。

［名前を付けて保存］画面が表示されるので任意の場所へ保存します。
（ダウンロード後はダウンロード日の年月日時が表示されます。）
（補足）再審査分については、【再審査分】をクリックし⇒【ダウンロード】してください。

２

3. 返戻再請求のオンライン配信について
返戻レセプトのダウンロード（原審査分）
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令和５年１月２３日付け保連発０１２３第１号厚生労働省保健局医療介護連携政策課長通知に
おいて、症状詳記も電子レセプト内で記録することが明確化されました。

4. 紙の添付資料の電子化について
症状詳記の電子レセプト内への記録
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電子と紙媒体の症状詳記の流れ

4. 紙の添付資料の電子化について
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4. 紙の添付資料の電子化について
基本的に電子記録可能となっている添付資料

紙で提出している症状詳記や手術記録、検査記録、廃用症候群に係る評価表、治験概要等のうち、
取扱要領に基づき、電子記録出来るものについては、電子レセプト内に記録していただきますようお願い
いたします。
＊電子記録方法については、レセコンベンダ等へご確認願います。
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電子記録が必要な添付資料

4. 紙の添付資料の電子化について

（令和6年6月診療分以降、症状詳記等が電子的記録となった診療行為）
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【検索方法】
社会保険診療報酬支払基金のホームページ ⇒ 医療機関等照会連絡先 ⇒ 検索フォーム

「 県番号 」 、「 医科 」 、「 医療機関等コード 」 を入力をし、「 検索ボタン 」 をクリックしてください。

最後に

ご清聴ありがとうございました。
お問い合わせ等がありましたら、ホームページより担当者へ連絡をお願いします。
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